
 

61 

第３節 財政の動向 

 
（歳出押下げに寄与する公共事業関係費と公務員人件費） 

 政府は、2010 年代初頭における国と地方を合わせた基礎的財政収支（プライマリ

ーバランス）の黒字化を目指している。そのために 2006 年度までの間、一般政府の

支出規模の対ＧＤＰ比が 2002 年度の水準を上回らない程度とすることとし、また、

2007 年度以降も、それ以前と同程度の財政収支改善努力を行うと同時に民間需要主

導の持続的成長を実現することとしている。 

第１－３－１図　一般政府支出の要因分解

(備考） １．内閣府「国民経済計算」により作成。

２．「給付」とは、現物社会給付（最終消費支出の内訳）と現物社会移転以外の社会給付の

　　合計を示している。

近年は給付の伸びと公共投資の減少が目立つ
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2003 年度までの期間について一般政府の支出の動向を国民経済計算でみると、公

共投資は 1999 年度頃から継続的に減少に寄与する一方、社会保障給付は増加し続け

ている（第１－３－１図）。なお、2004 年度以降については、公共投資に関する国の

一般会計歳出予算額（補正後）をみると、公共事業関係費は 2004 年度には台風・地

震関連の災害復旧のための補正予算（1.09 兆円37）の影響で前年度予算額（補正後）

と比べて増加している（第１－３－２図）。また 2004 年度までの地方歳出決算をみる

                                                  
37 その他施設整備費を含めた「公共投資関係費」では、1.29兆円である。 
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と、都道府県、市町村とも普通建設事業費（単独・補助事業）は引き続き減少してい

る。また災害復旧事業費では被災地を含む北陸・新潟及び四国地方の公共工事を大幅

に増加させたものの、これら地域の公共事業全体を押し上げる影響については限定的

であったとみることができる（付図１－23）。 

第１－３－２図　国と地方の歳出

　（１）　国（一般会計）の歳出

（備考）財務省資料により作成。決算ベース。

        (04年度は、補正後予算額の対前年伸び率を暫定的においている。）

(備考） １．03年度までは総務省「地方財政の状況」（各年度）、04年度の都道府県は総務省資料の

　　速報値により作成。

２．04年度の市町村は、速報値の対前年の伸び率を前年度値に乗じて内閣府で試算した。

（伸び率／寄与度（％））

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1998 99 2000 01 02 03 04

一般会計歳出決算額
前年比伸び率

社会保障関係費

地方交付税交付金等

公共事業関係費

国債費その他

（年度）

（２）　都道府県の歳出

-3 

-2 

-1 

0

1

2

3

1998 99 2000 01 02 03 04
(年度)

(兆円)

人件費

普通建設事業費

公債費

そ
の
他
の
経
費

総額（前対年度増減額）

（３）　市町村の歳出

-3 

-2 

-1 

0

1

2

3

4

1998 99 2000 01 02 03 04
(年度)

(兆円)

人件費

普通建設事業費

公債費

その他の経費

総額（対前年度増減額）

 



 

63 

 他方、増勢を続けている政府最終消費支出（固定資本減耗除く）についてその内訳

をみると、継続的に増加に寄与しているのは医療・介護費の保険給付分を含む現物社

会給付であり、その額は 2003 年度で 30.7 兆円と雇用者報酬に継ぐ項目になっている

（第１－３－３図）。一方、公務員人件費に当たる雇用者報酬は依然として最大の項

目となっているが、その額は 2000 年度以降減少し、2003 年度で 31.6 兆円となって

いる。これを国・地方の決算等からみると、国の一般会計歳出では 4 兆円程度の水準

で推移している一方、市町村では 10 兆円程度、都道府県では 15 兆円程度の水準で、

このところ減少している（付図 1－24）。地方公務員は公務員数全体の４分の３程度

を占めているが、一般職員の高齢化に伴う退職者の増加を新規採用によって補充しな

いという形の職員数削減によって、都道府県・市町村とも人件費はこのところ減少に

寄与している（付図１－25）。地方では 2007 年度以降に団塊世代の退職も控えており

職員数の削減が見込まれることに加え、本年 11 月には経済財政諮問会議において公

務員総人件費改革の基本指針が決定されたところであり、今後も公務員人件費は政府

最終消費支出を長期的に押し下げていく要因となることが予想される。 

 

第１－３－３図　政府最終消費の構成の変化

(備考） 内閣府「国民経済計算」により作成。
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（増収に転ずる税収） 
 次に、一般政府の収入をみると社会保険料が緩やかな増加傾向にある一方で税収は

2003 年度まで減少に寄与していたが、2004 年度は４年ぶりに増収に転じている（付
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図１－26）。国税についてみると、2004 年度は企業収益が好調に改善していることか

ら法人税収が 11.4 兆円となり、2003 年度に続き前年度を上回る動きとなった（第１

－３－４図）。一方、所得税は、2004 年度は賃金の持ち直しが遅れていた中で、配偶

者特別控除の廃止38等の影響から増収に転じた。2005 年度についても、堅調な企業収

益や景気回復の企業から家計への波及による雇用者所得回復の動きを反映して、法人

税、所得税ともに増収が見込まれる。また、地方税についても 2004 年度は法人二税

の税収が 6.7 兆円（前年度比 4.1％増）となるなど、３年ぶりの増収となっている。 

 

第１－３ー４図 国と地方の歳入

　（１）　国（一般会計）の歳入

（備考）財務省資料により作成。決算ベース。

(備考） １．03年度までは総務省「地方財政の状況」（各年度）、04年度の都道府県は総務省資料の

　　速報値により作成。

２．04年度の市町村は、速報値の対前年の伸び率を前年度値に乗じて内閣府で試算した。
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38 平年度ベースで 4,790 億円の税収増見込み。 
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（徐々に縮小しつつある財政赤字） 

 こうした歳入、歳出の動きを反映して、国と地方を合わせた財政赤字は徐々に縮小

していくことが見込まれる。財政赤字と基礎的財政収支の赤字の名目ＧＤＰ比はそれ

ぞれ 2003 年度 7.7％、5.5％となった後、2004 年度以降、歳入増、歳出削減の進展に

より縮小していくことが見込まれている。ここで足元の状況をみるために、資金循環

勘定における国と地方政府の資金過不足39の状況をみると、資金不足は名目ＧＤＰ比

で５％程度となっており、財政赤字が縮小傾向にあることを示している（第１－３－

５図）。 

第１－３－５図　資金循環からみた国と地方の資金不足

（備考） １．内閣府「国民経済計算」、日銀「資金循環」等より作成。
２．国・地方の資金不足の対名目ＧＤＰ比には、資金不足・名目ＧＤＰ値共に
　　後方四期移動平均を用いて算出。
３．2004年度及び2005年度の国・地方の財政赤字（貯蓄投資差額）及び
  　基礎的財政収支は、「改革と展望－2004年度改定」参考資料による。
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39 資金循環における国と地方の資金過不足は概念上、貯蓄投資差額（財政収支）に一致するが、
統計上の不突合の関係で一致しないことに留意する必要がある。 
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（限定的とみられる税制変更のマクロ経済に与える影響） 

2005 年度税制改正においては、2006 年から所得税（１月から）、住民税（６月から）

の定率減税の縮減40が決定されたが、これは国・地方あわせて平年度ベースで約 1.6

兆円の税収増効果（2005 年度は 1,850 億円）を持つ。これは、内閣府経済社会総合

研究所「短期日本経済マクロ計量モデル（2005 年版）」の乗数表によれば、実質ＧＤ

Ｐを 0.1％ポイント強押し下げる影響を持つ。景気回復が企業から家計部門に波及し

つつある中で、所得は緩やかに改善しており、今後ともこうした傾向が続くならば、

このような制度変更が景気に及ぼす影響は限定的であると考えられる。ただし、今後

の原油価格の動向によっては、それによって家計の実質所得がさらに押し下げられる

可能性もあることから、いずれせよ、消費への影響については注視する必要がある。 
また、法人税に関しては、2003 年度税制改正において試験研究税制及びＩＴ投資

促進税制に関して 2005 年度末までの時限的な措置として減税が行われている。こう

した減税措置は企業の実質的な税負担率を低下させる効果を持ったと考えられる。例

えば、日経 225 採用銘柄の有価証券報告書をみると（除く金融・証券会社、保険会社

等）、186 社のうち 53 社がＩＴ投資減税ないし試験研究減税等の法人税額控除の適用

を明記し、減税率は各社平均で 4.3％程度となっている。これら 186 社の実質的な税

負担率は 40.8％であることから、減税措置の効果は１割程度企業の税負担の軽減に

寄与している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
40 所得税の場合は、所得税額の 20％相当額から 10％相当額へと減税額を引き下げ（但し税額控 

除の上限は 12.5 万円）、住民税の場合、個人住民税所得割の 15％相当額から 7.5％相当額へと 

引き下げる（但し税額控除の上限は２万円）。 


